
_
叩

モ

レ

リ

『

自
然
の

法
典
』

に
つ

い

て

ノ ー ト

宇

津

木

正

一

七
五

五

年
一

月
､

『

自
然
の

法
典

､

す
な
わ

ち
い

つ

の

時

代
に

も

無

(

1
)

祝
さ

れ

る

か

軽
ん

ぜ

ら

れ

た
､

法
の

其
の

精
神
』

と
い

う
書
物
が

フ

ラ
ン

ス

に

現
れ

た
｡

そ
こ

に

は

著
者
の

名
も

な

け
れ

ば
､

発
行
者
の

名
も

記
さ

れ
て

い

な
い

｡

ふ

つ

う
､

表
紙
の

発
行
地

を

示
す
と
こ

ろ
に

は

｢

い

た

る

と
こ

ろ
+

と
し

る

さ

れ
､

発
行
者
を

示
す
と
こ

ろ
に

は

｢

真
の

賢
者
の

家

に

て
+

と

な
っ

て

い

る
｡

一

七
五

五

年
一

月
一

九
日

､

河
P

y

n

巴

(

p

す
b
か

G
已
ロ

2
-

2
e

)

は

『

文

学
だ

よ

り
』

の

な
か

で

こ

の

書

物
を

酷

評
し

､

｢

こ

れ

を

書
い

た

の

は

→

昌
宏
巴

已
(

句

岩
ロ
¢

O

T

≦
n
c

e

n
t
)

氏
か

P
p

出
面

p
日

日
e
-

訂
(

P
巴
-

→

e

已

A
日

g
-

‡
e
-

)

氏
で

あ

ろ

う
と
さ

れ

て

い

る
｡

著
作
の

思
想
か

ら

見
れ

ば
､

後
者
で

あ

る
と

推
測
し
え

た

か

も

し

れ

な
い
｡

…
:

私
は

む
し

ろ

→
○

岳
･

(

2
)

払

p

旨
{

氏
と

考
え

る

だ

ろ

う
+

と

書
い

て

い

る
｡

二

週
間
も

過
ぎ

な
い

が
､

G
ユ

2
2

(

句
1

か

監
ユ
c

白
e
-

O

E
O
り

､

F
p

3
日

計
)

は

｢

一

カ

月
前
か

ら

P
P

哲
也

巨
2
2
-
-

e

氏
の

も

の

だ

と

さ

れ

る
一

(

3
)

著
作
が

現
れ

て

い

る
+

と

書
く

｡

】

七

五

六

年
六

月
､

P
､

A

ぷ
e

日
払

○

ロ

(

申
年
ロ
か
･

ど
已
恥

､

日
寛
β

已
且

侯

耕

紗

は
こ

の

書
物
を

読
み

､

『

法
の

精
神
』

を

越
え

る

も
の

だ

と

激

賞
し

､

｢

著

(

4
)

者
は

→
○

宍
払

巴
n
t

殿
と

思
う
+

と

そ
の

『

覚
書
』

に

記
し
た

｡

一

七

五

六

年
､

『

文
学
フ

ラ
ン

ス

』

の

｢

補
遺
+

は
『

白
然
の

法
典
』

の

(

5
)

著
者
を

D

己
e

冒
t

(

U
e

2 .

払
)

だ

と

報
じ

た
｡

〟

こ

れ

に

た
い

し

て

G
ユ

日
m

は

同

年
六

月
一

五

日
に

直

ち

に

反

論

す

る
｡

｢

こ

れ

は

〔

『

自
然
の

法

典
』

〕

び

じ
ょ

う
に

で

き

の

悪
い

著

作
で

､

(

6
)

ロ
r

d
e

3
t

氏
は

確
実
に

そ

の
一

行
も

書
い

て

い

な
か

っ

た
｡

+

一

七

六

九
年
の

『

文

学
フ

ラ
ン

ス
』

は

な

お

営
計
3
{

の

著
作
の

な

か

に

こ

れ

を

入
れ

て

い

る
｡

そ

し

て

｢

ひ

と

は

彼
の

も
の

だ

と

し
た

が
､

し

か

し

彼
は

『

盲
人

書
簡
』

も

『

不

謹
慎
な

宝
石
』

も

『

哲
学
的
思
索
』

も

(

7
)

そ
の

筆
者
で

あ
る

こ

と

を

香
認
し
た
+

と

付
加
え

て

い

る
｡

一

七

七
二

年
の

『

〔

ロ
E
e

3
t
〕

哲
学
著
作
集
』

(

ア

ム

ス

テ

ル

ダ
ム

)

六

冊
本
の

第
一

巻
の

な

か

に

も
､

一

七

七

三

年
『

ロ
琵
2

岩
t

哲
学

･

文

学
･

戯
曲
著
作
集
』

(

ロ

ン

ド
ン

)

五

冊
本
の

第
二

巻
の

な

か

に

も

『

自

(

S
)

然
の

法
典
』

が

含
ま

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

『

自
然
の

法
典
』

攻
撃
と

ロ

己
e

3
t

攻

撃
と
が

結

び

つ

く
｡

た

と

え

ば
､

p
P

か

琵
t

岩
.

→

中
O

C

監
t
→

e

ロ

(

A

已
○

訂
e
)

は

そ
の

『

わ

れ

わ

れ
の

文
学
の

二

世
紀
』

の

な

か

で
､

U
E
e

3
t

を

こ

の

書
物
の

著
者
と

し
て

特
に

厳
し

く

扱
い

､

『

自
然
の

解
釈
に

つ

い

て

の

考

察
』

を

(

9
)

『

自
然
の

法
典
』

と

結
び

つ

け
て

分
析
し

て

い

る
｡

一

七

九
六

年
､

溜
訂
已
(

句
→

賀
旦
?
出

邑
-

①
)

d

芹

G

言
0

0

ぎ
払
)

は

く
e

邑
か

日
e

の

高
等
法

院
に

お

け
る

口

頭
弁
論
の

な

か

で
､

『

自
然
の

法

㌍
…
J

欒
の

引
用
を

し

て

い

る
｡

彼

豊
の

著

者
を

旨
｡
t

と

郎



.

(

-
e

甲
ロ
･

巧
言
β

葛
i

払

(

訂
)

が

講
檀
か

ら

ロ
昆
e

3
t

の

擁

護
者

た

ち

(

宅
巴
g
e

O

ロ
ー

A

已
○

訂
?
A
-

2

M
p

邑
1
e

)

は
こ

の

書
物

(

1 1
)

〕

と

を

論
証
し

ょ

う
と

す
る

｡

一 橋橋叢 第 四十 九 巻

一

八

〇
五

年
､

呂
P

誌
c

訂
-

入
∽

ユ

言
-

n
)

の

『

無
神
論
者
辞
典
』

の

な

か

で
､

名
前
の

綴
り

字
を

ま

ち
が

え

て

は
い

る

が
､

彼
は

は

じ

め

て

正

確
に

紹

介
さ

れ

た
｡

｢

呂
｡

邑
-
-

･

く

賢
て

ー

e

ち
1

p

ロ

旦
∽

生

れ
｡

『

自
然
の

払
典
』

(

12
)

の

著

者
｡

岩
0
1
e

亡
-

は

す
で

に

『

浮
き

島
』

の

表
題
で
一

書
を

刊
行
し

て

い

た
｡

『

自
然
の

法
典
』

は

そ

の

続
編
で

あ

る
｡

ロ
r

d
e

言
{

の

決
定

版
の

(

1 3
)

第
一

巻
の

宅
巴
的
2

0

日

氏
の

前
が

き

を

見
よ

｡

+

一

八

由
○
年
に

､

く

≡
e

慧
r

a
2
-

】

2

(

句

岩
n

笥
-

∽

)

は
､

は

じ

め

て

(

1 4
)

旨
○

邑
-

y

の

名
の

も

と
に

､

『

自
然
の

法
典
』

の

『

抜

粋
』

を
､

一

八

四

(

15
)

(

1 6
)

一

年
に

､

そ
の

全
部
を

出
版
す
る

｡

以

後
､

三
つ

の

版
が

出
て

い

る
｡

著
者
は

呂
○
→

e
-

-

y

と

き

ま
っ

た
が

､

問
題
が

一

つ

残
る

｡

一

七
五

六

年
の

『

文
学
フ

ラ

ン

ス

』

は
､

く

賢
u

こ
?
句

昌
n

雪
山

払

生
れ

(

1 7
)

で
､

そ
こ

の

カ

レ

ジ

の

叔
担
任
教
師
で

あ
っ

た

巳
○

岩
-

-

叫

と
い

う
ひ

と

(

1 8
)

の

著
書
と

し
て

､

『

人

間
の

精
神
に

つ

い

て

の

試
論
』

､

『

人
間
の

心

情
に

(

和

ご

(

聖

(

竪

つ

い

て

の

試
論
』

､

『

美
の

物
理

学
』

の

三

着
を

あ

げ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

一

七

六

九
年
の

『

文
学
フ

ラ
ン

ス

』

は
､

こ

の

三

者
は

父

呂
○

邑
-

y

の

(

警

(

望

も
の

で

あ

り
､

『

君
主
』

､

『

浮
き

島
の

難
破
』

､

『

F
U

已
∽

一

四

世
の

手

紙
』

(

2 4
)

の

三

着
は

息
子
で

あ

る

も

う
ひ

と

り
の

呂
○

記
亡
呵

だ

と

す
る

｡

こ

こ

か

ら

意
見
が

二

つ

に

分
れ
る

｡

呂
○

岩
亡
叫

一

人

説
と
二

人

託
と

で

あ

る
｡

二

人

説
に

は
､

｢
訂

ど
e

ロ
b
e

→

g
e
→

の
､

『

人

間
の

精

神
…
…
』

､

『

人
間
の

心

情
…

…
』

､

『

美
の

物
理

学
』

､

『

君
主
』

､

『

ど
已
∽

一

四

世
の

】
甲

(

2 5
)

手
紙
』

は

父
親

､

『

浮
き

島
』

､

『

自
然
の

法
典
』
､

■
『

仕
返
し
さ

れ

た

結
婚
』

朗

は

息
子
と

す
る

別
の

二

人

説
も

虹

撃
一

人

説
が

通
説
で

あ

り
､

三
】

?

2

g

賀
d
①

亡
①

､

ロ
○
-

-

か

野
口
仏

-

C

E
ロ

賀
早

く
○
】

g

已
β
e

､

哲
ぎ
已

等
で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

『

自
然
の

法
典
』

が
い

ま

ま

で

に

出
版
さ

れ

た

年
を

あ

げ

よ

>

フ
0

(

田
)

一

七
五

五

年
(

匿
名
)

､

一

七

五

七

年
(

匿
名

第
二

版
)

､

一

七

六

〇
年

(

匿
名

第
三

版
)

､

一

七
七
二

年
(

ロ

琵
e

3
什

)

､

一

七

七

三

年
(

0
ト

d
e

?

O
t
)

､

一

八

四

〇

年
(

抜

粋
)

､

一

八

四
一

年
､

一

八
四

四

年
(

ド

イ

ツ

語

(

2 8
)

訳
､

抜

粋
)

､

一

八
四

六

年
(

A
l
ロ

き

ド

イ
ツ

語

訳
､

ロ
ー

m

訂

3
t

)

､

一

九

一

〇
年

､

一

九
二

三

年
(

く
○
-

g

已
n
e

ロ

シ

ア

語

訳
)

､

一

九
三

八

年
(

ロ

シ

ア

語

訳

再

版
)

､

一

九
四

七

年
(

ロ

シ

ア

語

新

訳
､

科

学
ア

カ

デ

ミ

ー

版
)
､

一

九
四

九
年
(

小

牧
･

桐

山

訳
､

世

界

古

典

文

庫
)

､

一

九

五

〇

年
､

一

九
五

一

年
(

大
岩

訳
､

岩
波
文

庫
)

､

一

九
五

三

年
｡

で

は
こ

の

『

自
然
の

法

典
』

は

ど
の

よ

う
な

内
容
を

も
っ

て

い

る
の

だ

ろ

う
か

｡

全
体
は

四

部
に

分
れ

､

初
め
の

三

部
は

､

｢

政

治
と

道

徳
の

欠

陥
+

､

｢

政
治
に

特
有
な

欠
陥
+

､

｢

通
俗
道
徳
に

特

有
な

欠
陥
+

を
､

｢

単
純
明

白
で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

ほ

と

ん

ど
い

つ

の

時
代
に

も
､

忘
れ

ら

れ

て

い

る

か

偏
見
の

闇
に

包
ま

れ
て

い

る

真
理
+

す
な

わ

ち

自
然
の

法
に

も

と

づ

い

て

明
ら

か

に

す
る

の

で

あ
る

｡

歴
史
は

じ

ま
っ

て

以

来
の

す
ぺ

て

の

立

法
者

､

モ

ラ

リ
ス

ト

は
､

単
純
明
白
な

道
徳
学
を

変
形
し

復
旋
化

し

た
｡

問
題
は

人
間
が

邪
悪
で

あ

り

悪
意
を

も

ち
え

な
い

状
態
に

す
る

こ

と

で

あ

る

の

に
､

モ

ラ

リ
ス

ト

た

ち
は

､

人

間
は

生

れ

な

が

ら

に

し
て

悪
で

特

噂



幹

鮎

( 1 1 9) 研 究 ノ ー ト

あ
る

と

し
､

自
己

愛
を

邪
悪
な

感
情
と

し

た
｡

し
か

し

実
際
に

は
､

自
己

愛
は

自
己
を

幸
福
に

お

し

す
す
め
る

も
の

で

あ
っ

て
､

相
互

扶
助
の

動
因

に

な
る

も
の

で

あ
る

｡

す
な

わ

ち

社

会
的
な

徳
で

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

立
法

者
､

モ

ラ
リ

ス

ト

は
そ

れ

を

堕
落
さ

せ

て
､

自
然
の

法
の

廃
虚
の

上

に

通

俗
道

徳
を

打
ち

た

て

た
｡

し
か

も
､

す
べ

て

の

悪
の

母
で

あ
る

私
有

財
産
を

制
度
全
体
の

土
台
と

し

た
の

で

あ
る

｡

だ

か

ら
､

一

軍
〕

の

私
有

財
産
の

精
神
が

打
倒
さ

れ

る

と

き

に

は
､

理

性
的
立

法
者
は

自
然
の

法
に

も

と

ず
い

て

政
治
と

道
徳
を

改
革

す
れ

ば

よ
い

わ

け
で

あ
る

｡

す
な

わ

ち

理

性
的
立
法
者
に

と
っ

て

は
､

問
題
は

自
然
の

法
=

真
理
を

発
見
す
る

こ

と

な
の

で

あ
る

｡

第
四

部
は

そ
の

具
体
的
な
プ

ラ
ン

を

与
え

て

い

る
｡

ま

ず
､

自
然
の

命

令
に

一

致
す
る

国
家
の

原
理

と

し
て

三

つ

の

｢

神
聖
基
本
法
+

が

あ

る
｡

第
一

は

私
有
財
産
の

廃
止

､

琴
一

は

市
民
に

た
い

す
る

｢

生
き

る

権
利
+

と

｢

労
働
す
る

権
利
+

の

保
証
で

あ

る
｡

第
三

は

琴
一

の

法
を

完
全
に

す

る

も
の

で
､

市
民
の

権
利
と

の
一

致
に

お
い

て
､

社

会
的
労

働
に

参
加
す

る

義
務
を

規
定
す
る

｡

他
の

す
べ

て

の

法
､

す
な

わ

ち

｢

分

離
法
ま

た
は

経
済
法
+

､

｢

農
地

法
+

､

｢

都
市
経
営
法
+

､

｢

公
安
法
+

､

｢

奪
移
禁
止

法
+

､

｢

政
体
法
+

､

｢

行

政

法
+

､

｢

婚

姻
法
+

､

｢

教

育

法
+

､

｢

研

究

法
+

､

｢

刑

法
+

は
こ

の

基
本
法
か

ら

出
て

く

る
｡

い

ま

そ
の

特
徴
的
な

面
を

描
く

な

ら

ば
､

農
業

労
働
は
二

〇
歳
-
二

五

歳
の

全

市
民
の

義
務
的
労
働
で

あ

り
､

産
業
労
働
は

別
に

組
織
さ

れ
る

｡

す
べ

て

の

子

供
は

一

〇
歳
に

な
る

と
､

そ

れ

ぞ

れ
の

職

種
の

同
業
組
合
に

徒
弟
と

し

て

入

る
｡

〓
血

な
い

し
一

六

歳
ま
で

は

そ

こ

で

哉
術
を

習
得
す

る
｡

±
ハ

ー
二

〇
歳
ま

で

は

単
純
な

労
働
者
に

す
ぎ
な

い
｡

二

五

歳
に

な

れ

ば
､

農
業
労
働
を

捨
て

て
､

前
の

職
(

一

年
後
に

は

親

方

職

人

に

な

る
)

か
､

別
の

職
(

五

年

後
に

の

み

親

方
職

人

に

な

る
)

を

選
ぶ
こ

と

が

で

き

る
｡

し

か

し

職
業
選
択
の

自
由
は

､

同
業
組
合
の

要
求
に

よ
っ

て

労

働
者
数
を

決
定
す
る
こ

と

に

な

る

か

ら
､

制
限
さ

れ

る
｡

五

〇
歳
に

な

る

と

あ

ら

ゆ
る

義
務
労
働
か

ら

解
放
さ

れ

る
が

､

自
由
選
択
し

た

社
会
に

有

用
な

な
ん

ら
か

の

労
働
を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

生

産
は

各
同
業
組
合

の

作
業
場
で

な
さ

れ
る

も

の

で

あ

る

か

ら
､

生

産
組

織
は
マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

に

近
い

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

社
会
的
生

産
は

社

会
的
必

要
に

比

例
し
､

生

産

物
は

す
ぺ

て

記

帳

さ

れ
､

市
民
に

分
配
さ

れ
る

市
民

間
の

取
引
交
換
は

禁
ぜ

ら

れ
､

国

家
が

す

べ

て

を

各
人
の

必

要
に

応
じ

て

与
え

る
の

で

あ
る

｡

(

計

画

経

済

の

原

初

形

態

と

考

え

ら
れ

る
)

｡

結
婚
は

一

定
の

年
令
に

な

る

と
､

義
務
と

し

て

す
べ

て

の

市
民
に

課
せ

ら

れ

る
｡

離
婚
は

一

〇
年
後
に

の

み

許
さ

れ

る

が
､

離
婚
者
の

権
利
は

制

限
さ

れ
､

姦
通
は

き

び

し

く

罰
せ

ら

れ
る

｡

家
族
は

家
庭
的
細
胞
と

し
て

で

は
な

く
､

政
治
的
細
胞
と

し

て

機
能
す
る

｡

政
治
的
権
利
は

市
民
に

で

は

な

く
､

家
族
の

父
に

属
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

国

家
の

､

市
の

､

部
族

の
､

長
に

な

り

う
る

も

の

は

家
族
の

父
の

み

で

あ

る
｡

教
育
に

つ

い

て

は
､

五

歳
ま

で

は

各
家
族
に

ま

か

さ

れ

る
｡

五

-
一

〇

歳
ま

で

は

子
供
の

家
で

教
育
さ

れ

る
｡

一

〇
歳
か

ら

は

公

共
作
業

場
で

職

業
教
育
を

う
け

る
｡

一

五

歳
か

ら

は

青
年
は

世
の

な
か

に

出
る

｡

か

れ

ら

の

う
ち

も
っ

と

も

才
能
あ

る

も
の

だ

け

が
､

し
か

も

政
府
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ

た

人
数
だ

け
が

､

研
究
生

括
に

入

り

う
る

の

で

あ
る

｡

し
か

し

農
業

∂

労
働
は

免
れ

な
い

｡

た
だ

し
三

〇
歳
以

後
の

市
民
は

研
究
生

活
を

行
う
こ

が
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と
が

で

き

る
｡

道
徳
学
と

形

而
上
学
に

お

い

て

は

研
究
の

制
限
餅

き

び

し

ヽ

0

､
∨

国

家
組
織
は

極
め
て

独

創
的
で

あ

る
｡

こ

こ

に

は

選
挙
制

度
が

卦
っ

た

く

無
い

｡

家
族
の

父
が

輪
番
制
に

よ
っ

て

国

家
の

職
務
を

占
め
る

の

で

あ

る
｡

部
族
の

､

市
の

､

国
家
の

､

長
の

職
務
は

す
ぺ

て

輪
番
制
な
の

で

あ

る
｡

『

自
然
の

法
典
』

の

根
本
思
想
は
こ

の

よ

う
な
も

の

で

あ

る
｡

こ

の

思

想
の

な

か

に

→
F
O

ヨ

民

声
じ

記
､

ゴ
)

2
日
臣
｡

C
P

m
p

賀
e
-

-

p

あ

る
い

は

フ

ラ
ン

ス

の

已
○

=
首

t

e
∽

の

思
想
の

影
響
を

指
摘
す
る
こ

と

は

容
易
な
こ

(

2 9
)

と

で

あ

る
｡

ま

た
､

同
時
代
者
の

思
想
と
の

類
似
性

､

近

接
怯
も

明

示

し

(

如
)

う
る

で

あ

ろ

う
｡

『

自
然
の

法
典
』

に

お

け

る

合
理

主

義
的
社
会
主
義
の

重
要
性
を

述
べ

る

と

き
､

直
ち

に

指
摘
さ

れ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

の

は
､

汐
r

訂
已

へ

の

影
響
で

あ

る
｡

彼
に

と
っ

て

侶

｢

『

自
然
の

法
典
』

は

革
命
が

理

想
と

す

る

法
典
な
の

で

あ
る

｡

+

(

D
｡

ご

㌻
ロ

且

｢

野
訂
已

の

根
本
思

想
は
】

昏
･

邑
-

叫

の

な
か

に

あ
る
+

､

｢

す
べ

て

の

法
律
の

法
典
の

草
案
の

な

か

で
､

初
期
の

E

旦
s

t
e

∽

の

学
説
を

す
べ

て

要
約
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

彼
は

せ

冒
り

e
-

C
P

日

冒

邑
-

P

を
､

野
訂
已

や

近

代
の

共
産
主
義
者
た

ち
に

再

び

結
び

つ

け
+

た

の

で

あ

る

(

弓
0
-

g

已
ロ
e

｢

序
文
+

二

八
ペ

ー

ジ
)

｡

な

お

ま

た
､

野
-

巨
T

S
-

日
○

ロ
ー

冒
邑
e

り
ー

○
司
e

D
､

C

旨
e

t
-

守
○

邑
F
O

ロ

ヘ

(

盟
)

の

影
響
に

つ

い

て

旦
苧
つ

こ

と
が

で

き

る
｡

最
後
に

呂
○

詔
-

】

叫

に

つ

い

て

の

研
究
書
に

つ

い

て

ふ

れ
る

な

ら

ば
､

(

3 2
)

そ

れ

は

絶
無
と
い

っ

て

よ
い

状

態
で

あ

る
｡

∽
○

ぎ
已

版
に

つ

け

ら
れ

た
､

編
集
者
の

も
の

と

考
え

ら

れ

る

｢

書
誌
ノ

ー

ト
+

の

末

尾
に

､

｢

全

体
に

一

ゎ

た

る

良
い

研
究
書
は

十

冊
も
な
い

｡

わ

れ

わ

れ

に

可

能
な

こ

と

は
､

郎

P
小

○

冨
口

訂

雇
1

が

彼
に

さ

さ

げ
た

…

…

長
い

研
究
に

た

ち

も

ど

る

こ

2

と

の

み

で

あ

る
｡

+

と

記
さ

れ

て

い

る
｡

(

一

九
六

二
･

二
)

(

1
)

〔

買
じ

邑
-

ユ
】

9
札
内

計

訂

邑
弓
♪

Q

だ

こ

…
祭
叶

斡

巴

芸
名
邑

乳

≡
Q

:
Q

首
乱
Q

叶

邑
訂

3
h

乱
写
思
Q

宮

ヨ
訃

3
さ

芦

-

N

設

∴
神

戸
大

草

図

書
館

蔵
)

(

2
)

p
)

-

-

か

P

ロ
伍

版

(

後
出
)

｢

紹

介
+

一

九

ペ

ー

ジ
｡

C

E
臼

寛
d

版
(

後
出
)

｢

序
文
+

九

九
ペ

ー

ジ
｡

(

>

ぎ
邑
訂
h

こ

琵
卦
n

キ

且

(

3
)

C

E
ロ

賀
卜

版
｢

序

文
+

九

九
ペ

ー

ジ
｡

(

9

ヨ
竜
3

計
莞

几

云
.

叶

罫
已
→

♪

f

晋

+
謡
山

)

(

4
)

C

E
ロ

罵
P

版
｢

序
文
+

一

〇

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

患
喜

叫

→

琵

免

官
丁

弓
さ

已
札

監
旨

計
3

弓
崎

邑
切

札

→ゞ

焉
ま
3
)

ロ
ー

ユ
∽

-

∞

笥

-
-

巴
∞

､

h

d

d
-

■

)

(

5
)

C

E
ロ

p

邑

版
｢

序
文
+

一

〇

三

ペ

ー

ジ
｡

(

ト
P

勺
言

責
Q

琵
.

罫
已

ぶ

昌

訂

二
昌

…
卓

･

訂
Q

邑
3

§
=
筏

萱
き

…
…
§
⊇
q

筏

丸

琵

驚
喜

乳
～

訂
札

守
琵
-

0

ど
.

)

(

6
)

同

上
｡

(

(

ぎ
記

名
Q

邑
§
Q

こ
賢
令
息
ぶ
ー

二
已
ロ

ー

記
か
)

(

7
)

同
上

｡

(

8
)

同

上
､

一

〇
五

ペ

ー

ジ
｡

(

Q

昌
弓
諾
ぃ

首

替
ゎ

竜
已
屯

莞
叫

計

毎
1

b
書

芸

〔

ロ
ー

血

打

3
t
〕

-

A
2
賢
e

a
P

日
､

-

¶

記
-

か

づ
○
-

∴

9
患
邑
S

旨
ヨ
且
乳
叶

内

乱

設

籠

§
言
切

ト

音
叫

～

e

宅
配
崎

竃
♪

叫

賢
㌢
已
→

設

監

守
辞

表
丁

邑
苛
設

軋
Q

韓

b

邑
笥

阜

F
O

邑
.
冒
∽

-

-

ヨ
山

､

山

喜
ー

〕

(

9
)

同
上

､

一

〇

五

-
一

〇

六
ペ

ー

ジ
｡

(

ゴ
･

Q
叫

2
㌫
Q
～

設

計

営
叶

記

～

賢
軒
邑

弓
♪

2

邑
～

訂
ざ

計
～

軒
笥

叶

へ

丸
屯

営
句

計

き
邑

ま
)

軋

項
丁

叫
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邑
屯

勺
言

責
Q

許

せ
ー

､

甘
ぶ
も

3

h

¶

諾
､

A
日
賢
e

a
p

日
-

3
N

)

い

召
-

.

)

(

1 0
)

E
O

巳
e

β

訂
r

g
e

♪

A
n

賢
か

)

ト

…
邑
邑
昌
血

中

ま

内

喜
～
Q

乳

監
Q

､

-

篭
山

､

9

-

○

中

一
∽

.

U
O
-
-

か

p

ロ
払

版
八

-
一

一

ペ

ー

ジ
｡

C
F

ど
p

瓦

版

二
四

-

二
六
ペ

ー

ジ
｡

(

1 1
)

≦
-
-

e

g

宅
計

-

訂

版
｢

呂
｡

邑
-

叫

の

社

会

体

系
の

合
理

的

分

析
+

七
ぺ

ー

ジ
｡

C

E
ロ

寛
仁

版
一

一

七

-
一

一

八
ペ

ー

ジ
｡

宅
巴

鷲

呂

は

(

○

昌
弓
琵

札
内

b

邑
h

b
鼓

3
叶

】

唱
ト

E
㌫
e

払

S

喜
-

e

仏

日

呂
宇

琶

邑
∽

計
-

､

p

ま
e

弓

も
賀

甘
β
喜
?
A
n

賢
か

宅
巴

笥
○

ロ
ー

ー

3
00
)

の

｢

前
が

き
+

の

な

か

で
､

野
→

E
e

→

は
､

(

E

琵
2

岩

倉
p

-

∈
T

i

e

弓
∽

P

設
e

邑
○

ロ
Ⅵ

F
P

夢
邑
訂
払

p

罵
1
.

･

句
.

F
P

F

琶
匂
2

､

争
P

β
払

声

望
F

旨
s

O

p

E
e

呂
-

00

£
㌫
○
-

①

こ
)

宅
ニ
0

1

m
2

-

P

計
2

誉
e

層
]

琵
e

▲

ど
こ

C
O

弓
爪

乙
①

-
-

t

㌫
旨
ど
1

e

ニ
ー

2

已

邑
t

几

F

岳
打

胃
乱
芦

9
g

害

首
乳
首

ぶ

日
已
-

00

○

い
)

の

な

か

で
｡

文

献
学

者
､

野
→

E
e

→

の

こ

の

研

究
は

､

い

ま
は

確
め

る

手

段

を

も
っ

て

い

な
い

が
､

い

わ

ば

民
○

邑
-

叫

の

書
誌
の

最
初
の

も
の

で

あ
っ

て
､

通

説
の

根
拠
と

な
っ

た

も
の

で

は

な
い

か

と

考
え
ら

れ

る
｡

(

昏
邑
毒
g

q

卦
替
已

替
ゎ

ぎ
→

琵

叫

ヨ

勺
3

･

計

計

訂

無
監

賢
監
向

g

喜
罫
芦

已
包

の

:

呂
○

旨
-

-

y
､

､

参
照

｡

)

(

望
〔

牢
○

邑
-

ユ
､

宅
打

与
遷
仏

替
ゎ

邑
筏

盲
ぎ
邑
タ
Q

ま

皆
已
託

已
Q

ぎ
Q

監
ひ

言

勺
已

甘

阜
セ
Q

暫
さ
恥

監
言

叫
勾

莞
･

ゴ
邑
已
t

d
e

ご

邑
訂
口

官
→

呂
→
.

弓
芸

廿

書

こ
諾
い

も
や

糾

対

当
耳

N
-

小
}

旨
γ

(

メ

ン

ガ

ー

文
庫
蔵
)

C

E
ロ

寛
a

の

｢

序

文
+

に

ょ
る

と
､

一

七

五

三

年
に

三

つ

の

版
が

出
て

､

序
文
の

ぺ

ー
.

ジ

数
が

四
一

ぺ

ー

ジ

の

も
の

が

正

放
で

､

こ

の

三

七
ペ

ー

ジ

の

も
の

は

偽

造

版

だ

と

言
っ

て

い

る
｡

(

｢

序

文
+

七

四

-
七

五
ぺ

㌔
こ

(

英

訳

あ

り
､

一

七

六
一

年
)

(

1 3
)

C

E
n

P

a

版
､

一

二

五
ペ

ー

ジ
｡

(

1 4
)

写
じ

邑
-

叫
)

q
Q

祭

礼
化

こ
P

邑
弓
氏

;
弓
⊇
g
2

邑
ユ

ぎ
か

㌢

臣
d
e

3
ご

P

言
○

牢
ロ
e

ロ
O
t
-

誌

S

喜

呂
○

邑
-

y
)

官
1

句

旨
口
爪

豆
払

く
亡
】

e

g

寛
d
e
-

-

e
)

-

窒
〇
･

(

1 5
)

写
じ

邑
-

¥

1

乱

㌫
恥

訂

邑
弓
へ
･

監
ぎ
唱
e

邑
O

n

8
-

眉
-

か

訂
〉

岩
内

2
e

n
-

か

2

計
m

こ
冒
g

ヨ
e

n
-

‥
ヨ
吋
○

碁
P

n
-
m

乙
e

-

p

野
甲

巨
p

計

p

諾
○

-
､

呂
巴

笥
2

邑
琶
日
日
か

2

賢
血

嘗
㌢
P

e

萱
U

i

巴

計

買
0

邑
-

1

官
→

≦
-

-

e

g
P

a
e
】
】

e
-

-

∞

羊

や

N

-

汁

(

メ

ン

ガ

ー

文

庫

戴
)

(

く

≡
e

g

駕
計

-

-

e

版
と

略
称
)

(

1 6
)

-

)

〕

き

邑
-

¥

9
計

計

訂

喜
ぎ

･

…
ま

訂
､
e

繋
ぎ
ひ

訂

写

匂

邑

計

急
転

訂

首
-

諾
い

)

胃
空
か

P

諾
0

巳
t
-

0

2

e

:
p
♂
-

e

呂
･

巴

音
名
e

層
り

監
○

巨
a

ロ
○
-
-

か

呂
∽

)

-

浬
○

､

p
･

誤
阜

-

-

P

初

版
の

ペ

ー

ジ

数
が

示
さ

れ

て

い

る
｡

(

U
6
】

-

か

呂
∽

版
と

略

称
)

N
)

u

き

邑
】

y
-

9
計

計

訂

喜
汀

弓

…
中

こ

…
繋
ぎ
ひ

訂

顎

骨
叶

計

詮
L

こ
Q

ぎ
ー

諾
ぃ

､

勺
声

望
㌫

P

言
0

已
-

e

F
t

3
( .

F

邑
○

ロ

e
t

d
e

り

ロ
O
t

e
払

p

寛

G
こ

訂
ユ

C

E
n

駕
早

-

没
○

)

匂
･

い

ぃ

汁

そ

の

う
ち

一

四

六
ペ

ー

ジ

は

C

E
n

罵
P

の

序
文

｡

こ

の

書

物

は

守
-

ロ
O

e

t

O

n

で

印
刷
さ

れ

た

も
の

と

考
え

ら
れ

る

が
､

一

六

七
ペ

ー

ジ
一

四

行

目
に

約
一

行
脱
落
が

あ

り
､

別

紙
正

誤

表
が

付

け

ら

れ

て

い

る
｡

い
)

胃
○

邑
-

¥

9
丸
Q

計

訂

書
ぎ
…
ま

訂
e

賢
邑
訂

空
七

註

計

箋
訂

首
軋

二
邑

叶

缶

鳶
…
嘗
思

昌
ヨ

許
さ

声
H

旨
○

賢
邑
O

n

7

層
→

く
一

吋
･

ぎ
官
F
e
･

-

泥
G

-

9

-

芦
そ

の

う
ち

二

八
ペ

ー

ジ

が



第叢

.

論
∴
橋一

は
一

九

四

七

年
ロ

.シ
ア

詰

腹
の

く
0
】

的

2 .

臼
0

の

序
文
の

仏

訳

で

あ

る
｡

編

集
者

は

A
-

訂
→
什

S

O

す
0

已
(

S
O

b
O

已

版
と

略
称
)

｡

な

お
､

く
○
-

讐
-

n
e

)

≦
巳

旨
2

巴
P
く

勺

監
3

邑
旨
(

野
･

【

e

n

岳
ロ

コ
e

T

勺
○

岩
`

B
O

弓
付

喜
)

氏
は

一

九

六
二

年
七

月
三

日

八
三

才
を

も
っ

て

死
去

さ

れ

た
｡

氏

は

社

会

主

義
史
の

､

特
に

フ

ラ

ン

ス

十

八

世

紀
社

会
主

義
史

の

大
家
で

あ
っ

た
｡

(

1 7
)

彼
の

一

生

に

つ

い

て

言

わ

れ

る

こ

と

は
こ

れ

し

か

な

い

｡

ロ
?

-

-

か

甲
ロ
∽

氏
は

良

心

的
で

博

学
な

E

⊇
e

賢
-

○

く

呵

氏
に

こ

の

地

方
の

古

文

館
の

調
査

を

依
頼
し

た

が
､

そ

の

返

事

は
､

呂
○

諾
-

-

q

と
い

う

個
人
に

つ

い

て

も

呂
○

諾
-

-

叫

家
に

つ

い

て

も
､

な

ん

ら
の

記

録

が

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

(

1 8
)

呂
○

邑
-

¥

内
岩

已

旨
1

h
､

他

局
→
叫

叶

ぎ
ヨ

已
さ

一

芸

勺
訂
Q

骨
払

さ

急
ぎ
｢

乳
h

計
～

式
軋

ざ
Q

已
叫
(

き
ー

ー

ご
い

.

(

1 9
)

呂
○

→

e
-

】

¥

由
設

已

旨
1

訂

Q

鳶

弓

ぎ
3

已
さ

ー

Q

空

で
ぎ
Q

母
語

喜
､
ぎ
言
訂

計

℃

む
莞
已
叶

3
､

-

冒
い

(

2 0
)

〔

呂
0
1

2

亡

ユ
､

b
声

笥
首

g

丸

こ
白

訂
彗

ト

ヘ

㌻
g

勺

買
冨
叫

→

羞
､≠

弓
乳

丸
也

籠
わ

鼓
幹
→

ヨ
e

､

-

ヨ
T

野

(

2 1
)

注

何
に

同

じ
｡

(

2 2
)

〔

呂
○

言
】

-

ユ
.

ト
Q

セ
1

計

声

卜

琵

恕
ざ
屯

h

丸

空

音
弓
タ

Q

ま

一

子

已
叶

～

計
わ

巾

だ

由

琵
針

孔

ざ
芦

笥

S
軋

言
軋

}

監

旨
叶

私

学
恥

思
監
言

叫

亀

§

旨
慧
叫

q

Q

ぎ
e

笥

莞
ヨ
化

さ
♪

-

記
-

.

(

2 3
)

冒
○

諾
ご

¥
e

d
.

-

ト
乳
汁

言
わ

計

ト
Q

邑
ゎ

し

ご
｢

5

-

諾
い

.

(

2 4
)

注
爪

に

同
じ

｡

(

2 5
)

〔

呂
0

3
-

-

ユ
)

昏
∋

3
e

3
思

3
Q
叫

虐
Q

ぎ
邑
h

}

岩
才
-

d
e

ー

P

t

旨
d

宍
t
叫

｡

ロ

ー

旨
詔

昌
勺
e

詔

ぎ
r

月
｡
-

の

計
】

急
款
e

､

t

旨
･

朗

g
か

巴
e

d
e

S
か

n
～

普
2

こ
…
①

竜
宮
2
∽

音
O

e
払

f

鼻
t

-

く
e
∽

､

2

-

〉

謬
J
-

O

E
e

n

訂
蒜
e

l

が

呂
○

邑
-

叫

の

も
の

と

推
測

す
る

の

で

あ

る
｡

(

2 6
)

｢

ど

ど
e

才
b
e

蒜
2

J

竜
.

邑
.

､

や

ー

○
仇

-
リ

(

2 7
)

｢

呂
○

ど
一

宮
⊇
監
2
-

n

氏
の

好

意
に

ょ

り

知
ら

さ

れ

た
一

部

し
か

､

私

は

知
ら

な
い

+

C

E
日

当
み

版
一

〇

四
ペ

ー

ジ
｡

(

2 8
)

出
か

岩
賢
e
-

ロ

と

出
色

岩
P

笥

の

社

会

主

義
の

新

聞
､

さ
3
e

守
訂

一

八

四

四

年

九

月

七
､

一

一

日
｡

(

F
-

c

F

訂
口

訂
蒜
e

J

竜
.

邑
一

､

ワ

ー

O

P
)

(

2 9
)

一

例

を
あ

げ
れ

ば
､

社

会
主

義
的

分

配

原

理

と

も
い

う
べ

き

も

の

に

お

い

て
､

集
団

的

教

育

計
画

に

お

い

て
､

農
業

を

義
務

労

働
に

す
る

点
に

お

い

て
､

家
庭
の

位

置
づ

け
に

お

い

て
､

等
々

｡

(

3 0
)

『

自

然
の

法

典
』

と

同
じ

年
､

一

七
五

五

年
に

出

版
さ

れ

た

河
○

宏
芳

賀
の

『

人

間
不

平

等
起
添
論
』

と

『

浮

島
の

難
破
』

｢

と

の

類
似
は

直
接
の

影

響

を

認

め

た

く

な
る

よ

う

な

も
の

で

あ

る
｡

.

…

翌
e

ヨ
e

白
岩
ユ
b
e

呂

監
∽

｡

ロ

は

『

エ

､

､

､

-

ル

』

の
一

節

と

『

浮

島
の

難
破
』

の

数

節

と
の

あ
い

だ

の

顆

似
を

確

証

し

た
｡

+

(

短
音
n

(

買
賢
Q
叫

→
几

こ
き
争
已

ぷ
P

∃
}

こ
2 .

ロ

ー

2
N

)

(

C

E
口

実
P

｢

序
文
+

一

一

〇
ペ

ー

ジ
)

｡

ま

た
､

C

E
ロ

罵
P

は

ロ
ー
n

訂

3
什

の

『

ブ

ウ
ゲ

ン

ゲ
ィ

ル

航
海
記

補
遺
』

(

一

七

七
二

年

執
筆
)

｢

と
の

あ

い

だ

に

あ

る

い

く
つ

か

の

類

似

す
る

点

を
､

『

…

補

遺
』

の

私

の

版

(

一

九

三

五

年
)

の

な

か

に

示

し

た
｡

+

(

C

E
n

宅
P

五

三

ペ

ー

ジ
)

一

七

五

八

年
に

出

版
さ

れ

た

H
e
-

孟
t

ど
ひ

の

『

清
神

論
』

と

の

類

似
は

題



著
で

､

｢

『

精
神

論
』

の

な

か

の
､

ソ

ル

ポ

ン

ヌ

に

ょ
っ

て

有

罪
を

宣

せ

ら

れ
た

ほ

と
ん

ど

す
べ

て

の

命

題

は
､

呂
○

邑
-

y

の

.
な

か

に

あ

る
+

｡

(

C
F

2 .

p

邑
一

一

一

ペ

ー

ジ
)

｡

(

3 1
)

冒
邑
e

→

と
の

関
連
は

｢

以

前
に

は

そ

の

弟

子
だ
っ

た
+

.く
じ
･

-

e

笥
a
e
-

-

e

の

｢

分

析
+

に

詳

し

い

｡

C
P

訂
什

は

『

イ

カ

リ

エ

旅

行

記
』

の

な

か

で

写
じ

邑
-

y

に

感

謝

し

て

い

る

し
､

守
○

已
F
O

ロ

は

彼
を

称

讃
し

て

い

る

(

C

E
ロ
p

a
一

二

三

ペ

ー

ジ
)
｡

(

3 2
こ

｢

呂
○

諾
-

-

叫

の

研

究
は

社

会

主

義
理

論
の

起
漁
に

関
心

を

も
つ

す
べ

て

の

ひ

と

び

と

に

と
っ

て

不

可

欠

の

研

究

で

あ

る
｡

+

(

ぎ
ー
･

習
-

β
e
)

と

言
わ

れ

む

の

で

あ

る

が
､

｢

専
門
家
の

だ

れ

び

と

り
と

し

て
､

彼

に

特

別
の

研

究

を

捧
げ
よ

う
と

考
え

た

ひ

と

は

い

な

か

っ

た
｡

+

(

C

E
ロ

寛
e

≦
-

-

2

g

賀
d

e
-

-

e

の

｢

分

析
+

も
い

く

ぶ

ん

そ

う
で

あ

る

が
､

C
F

旨
p

a

の

研

究

は
､

呂
○

邑
-

叫

研

究
が

､

初

期

の

著
作
に

さ

か

の

ぼ

っ

て
､

彼
の

方

挨
と

思

想
の

発

展
を

全

体

的
に

把

握

す
る

こ

と

に

あ

る

こ

と

を
､

し

か

も

文

学

史

家

の

み

な

ら

ず

｢

社

会

学

者
､

教
育

理

論

家
､

思

想

史
家
+

の
一

連
の

研

究

を

必

要

と

す

る

こ

と

を
､

論
証

し
て

い

る
｡

(

附
記

原

稿

を

書
き

お

え

た

あ

と
で

､

東
ド

イ

ツ

で

研

究

書

が

出

版
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

発

見

し

た
｡

こ

の

研

究
は

元

来
は

英
語

で

書

か

れ

た

も

の

で

あ

る

が
､

ド

イ

ツ

語
に

翻
訳
さ

れ

て

初
め

て

世

に

出

た
の

で

あ
る

｡

巴
凸

F
p

邑

芦
C
O
e

､

昏
邑
ぎ

凶

音

知

邑
3
P

訂
急

白

長

倉
∋

慧
笥

…
ヨ

哲
乳
已
訂
専
ざ
叫
･

巴
≡
e

ロ

紆

ど
邑
品

･

官
ユ

早
-

課
-

ふ
や

い

窒
〕

(

一

橋
大

学
助

手
)

.

l

ヽ
書

評

ロ

ベ

ー

ル

･

ド

ゥ

ヲ

テ

著

『

l
･

J
･

ル

ソ

ー

の

合
理

主

義
』

ロ
e
→

P
t

監
-

押
○

訂
→

t

‥

｢
e

声
P
t

ど
β

巴
訂

巨
e

d
e

T
l
･

河
○

苧

払

琵
P

戸

り
P
→

ぎ

吋
.

q
.

句
.

-

望
T

∞
.

N

O
-

勺望

月

通

一

著
者
ロ

ペ

ー

ル
･

ド
ゥ

ラ

テ

に

つ

い

て

一

こ

の

書
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